
1  （2020年8月承認）B20-101776 

お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】＜団体ゴルファー保険＞ 

※「団体ゴルファー保険」は、ゴルファー賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。 

団体総合生活補償保険の普通保険約款、ゴルファー賠償責任保険特約、その他主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説

明します。詳しくは、ご契約のしおり（普通保険約款、特約）をご参照ください。 

 

■用語のご説明 
区分 用語 説明 

共 通 ゴルフ ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 

ゴルフ場 
ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金が有料（注）のものをいいます。 
（注）有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目は問いません。 

ゴルフ場敷地内 
ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために

使用される部分を除きます。 

ゴルフの練習中、 

競技中または指

導中 

ゴルフの練習中、競技中、指導中に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を

含みます。 

親族 配偶者、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同

一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

ゴルファー 

傷 害 補 償 

特 約 

傷害 急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいいます。 
（注）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含み

ます（継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません）。 

 

■団体ゴルファー保険の補償内容 
１．団体ゴルファー保険の補償内容は下表のとおりです。 

２．被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。また、ゴルファー賠償責任保険特約については、被保険者が責任無能力者の

場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を

被保険者とします。 

特 約 名 補償内容 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

ゴルファー 

賠償責任

保険特約 

 

法 律 上 の 

損 害 賠 償 

責 任 

 

日本国内外において被保険者が

行うゴルフの練習中、競技中また

は指導中に発生した偶然な事故

により、被保険者が他人の身体の

障害または他人の財物の損壊に

ついて法律上の損害賠償責任を

負担することによって損害を被

った場合 

被保険者が損害

賠償請求権者に

対して負担する

法律上の損害賠

償責任の額

 ＋ 

判決により支払

を命ぜられた訴

訟費用または判

決日までの遅延

損害金

 － 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠

償金を支払ったことに

より代位取得するもの

がある場合は、その価額

 － 
免責金額(＊)

(０円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって
損害の額から差し引く金額で、自己負担とな
る金額をいいます。 

※ １回の事故につき、ゴルファー賠償責任保

険金額が限度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害

の発生または拡大を防止するために必要

または有益であった費用、示談交渉費用、

争訟費用等をお支払いします。 
※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引

受保険会社は、被保険者からの申出があり、
かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険
者のために被害者との示談交渉を引き受け
ます。ただし、次のいずれかの場合は、引受
保険会社による示談交渉はできません。 

①被保険者が損害賠償請求権者に対して負

担する法律上の損害賠償責任の総額がゴ

ルファー賠償責任保険金額を明らかに超

える場合 

②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直

接、折衝することに同意しない場合 

③正当な理由がなく被保険者が引受保険会

社への協力を拒んだ場合 

④日本国外で発生した事故の場合または被

保険者に対する損害賠償請求に関する訴

訟が日本国外の裁判所に提起された場合 
※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負

担する法律上の損害賠償責任の額の決定
については、事前に保険会社の承認が必要
となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保険

(1)次のいずれかによって発生した損

害に対しては、保険金をお支払いで

きません。 

①保険契約者、被保険者または法定

代理人の故意 

②戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

③地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

(2)次の損害賠償責任のいずれかを負

担することによって被った損害に

対しては、保険金をお支払いでき

ません。 

①被保険者と同居する親族に対する

損害賠償責任 

②被保険者の使用人（被保険者がゴ

ルフの補助者として使用するキャ

ディを除きます）が被保険者の事

業または業務に従事中に被った身

体の障害に起因する損害賠償責任 

③被保険者と第三者との間に損害賠

償に関する約定がある場合におい

て、その約定により加重された損

害賠償責任 

④被保険者が所有、使用または管理

する財物の損壊について、その財

物につき正当な権利を有する者に

対して負担する損害賠償責任※2 

⑤被保険者の心神喪失に起因する損

害賠償責任 

⑥被保険者による暴行等に起因する

損害賠償責任 

⑦航空機、船舶・車両（原動力が専

ら人力であるものおよびゴルフ場

敷地内におけるゴルフカート等を

除きます）、銃器（空気銃を除きま

す）の所有、使用または管理に起

因する損害賠償責任 

など 
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特 約 名 補償内容 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

契約等がある場合において、それぞれの保険
契約または共済契約の支払責任額(＊1)の合
計額が、損害の額(＊2)を超えるときは、下
記の額を保険金としてお支払いします。 
・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保
険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済
金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保
険金または共済金の合計額を差し引い
た残額。ただし、この保険契約の支払
責任額(＊1)を限度とします。 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないも
のとして算出した支払うべき保険金また
は共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共
済契約に免責金額の適用がある場合には、
そのうち最も低い免責金額を差し引いた
残額とします。 

 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 レンタル用品やゴルフ場のゴル

フカートなど、他人から借りた

り、預かったりした物の損壊や使

用不能に対する損害賠償責任を

負担することによって被った損

害に対しては保険金をお支払い

できません。 

ゴルファー 

傷 害 補 償 

特 約 

 

ご 自 身 の 

傷 害 

（ ケ ガ ） 

 

被保険者がゴルフ場敷地内にお

いて、ゴルフの練習中、競技中ま

たは指導中に急激かつ偶然な外

来の事故によってその身体にケ

ガを被った場合、かつ、次のいず

れかに該当する場合 

①傷害死亡保険金 

事故の発生の日からその日を

含めて 180 日以内に死亡した

場合 

②傷害後遺障害保険金 

事故の発生の日からその日を

含めて 180 日以内に約款所定

の後遺障害が発生した場合※ 

 

※ 事故の発生の日からその日を

含めて180日を超えて治療中

である場合は、181日目にお

ける医師の診断に基づき後

遺障害の程度を認定します。 

 

①傷害死亡保険金 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額  

 

※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺

障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障

害保険金額からその額を差し引いてお支

払いします。 

 

(1)次のいずれかによるケガについて

は、保険金をお支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③被保険者の脳疾患、病気または心

神喪失 

④被保険者の妊娠、出産、早産また

は流産 

⑤保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の被保険者に対する外科的

手術その他の医療処置 

⑥被保険者に対する刑の執行 

⑦戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑧地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑨核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑩上記⑨以外の放射線照射または放

射能汚染 

(2)次のいずれかの場合についても保

険金をお支払いできません。 

①むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※2 

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

など 
※1 テロ行為によって発生したケガ

に関しては自動セットの特約に
より保険金お支払いの対象とな
ります。 

※2 被保険者が自覚症状を訴えてい
る場合であっても、脳波所見、理
学的検査、神経学的検査、臨床検
査、画像検査、眼科・耳鼻科検査
等によりその根拠を客観的に証
明することができないものをい
います。 

 

②傷害後遺障害保険金 

傷害死亡・後遺

障害保険金額
 × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

 

※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺

障害保険金額が限度となります。 

 

 


